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荒尾市立小中学校タブレット端末整備運用等業務委託 

事業者選定公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

令和２年度から実施されている新学習指導要領では、情報活用能力が言語能力及び問題発

見・解決能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」に位置付けられ、今後の学習活動にお

いては、ＩＣＴ機器の整備と積極的な活用が求められている。 

また、今後、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の時代を生きる多様な子どもたちを誰一人取り残すこと

のない、公正に個別最適化された学びを実現するために、国が推進しているＧＩＧＡスクール

構想では１人１台のタブレット端末の整備が必要とされている。 

本市では新学習指導要領及びＧＩＧＡスクール構想の理念に基づき、児童生徒１人１台のタ

ブレット端末を導入するとともに、感染症対策や災害等の非常時においても遠隔・オンライン

学習を可能とする通信機能やソフトウェア等を導入し、学びを継続できる環境を構築する。 

そこで、端末及び通信回線を必要数提供することができ、併せて導入に当たってのサポー

ト、導入後の活用研修等による事業効果向上の視点を有する提案の募集を行うものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

荒尾市立小中学校タブレット端末整備運用等業務委託 

（２）業務内容（企画提案内容） 

タブレット端末（ソフトウェア等含む。）及び周辺機器（以下「タブレット端末等」とい

う。）の納入、クラウドサービスによる情報管理、ＬＴＥ通信の提供、運用保守、研修等を

一括した教育ＩＣＴ機器の整備運用業務 

（３）業務の仕様等 

別紙「荒尾市立小中学校タブレット端末整備運用等業務委託仕様書（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

（４）契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

（５）履行期間 

契約締結の日から令和８年１月３１日まで 

（６）提案上限金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

総事業費提案上限額：６７５，５７６，３６４円。ただし、次の内訳の上限額以内となる

提案であること。 

（内訳） 

令和２年度３５０，４８６，３６４円 

令和３年度～令和７年度計３２５，０９０，０００円 

※提案内容にかかわらず、上限額を超える提案は無効とする。 
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３．参加資格 

参加表明書提出期限の日現在において、次の全ての要件を満たしている者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１に

おいて準用する場合も含む。）の規定に該当しない者であること。 

（２）国及び地方自治体における工事等請負契約及び委託契約に係る指名停止等の措置期間中

でないこと。 

（３）荒尾市契約等における暴力団等排除に関する措置要綱（平成２４年告示第３６号）第３

条の規定に基づく排除措置等を受けていないこと。 

（４）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づく再生手続中でないこと。 

（６）法人格を有し、事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

（７）平成２７年度以降、元請として小中学校（私立含む。）へのタブレット端末等の導入事

業又は類似する業務の実績があること。 

 

４．最優秀提案事業者選定の手続 

（１）評価委員会の設置  

最優秀提案事業者の選定に当たり、「荒尾市立小中学校タブレット端末整備運用等業務

委託事業者評価委員会（以下「評価委員会」という。）」を設置する。 

評価委員会委員の所属及び氏名は、最優秀提案事業者の決定前は非公開とする。 

（２）審査方法 

提案書の内容等について明瞭化するため、評価委員会によるプレゼンテーション審査を

実施する。なお、参加事業者が１者の場合であっても、審査を実施するものとする。 

（３）スケジュール 

契約締結に至るまでの予定は、表１のとおりである。ただし、土曜日、日曜日及び休日な

ど、荒尾市の休日を定める条例（平成３年条例第１３号）第１条第１項各号に規定する市の

休日（以下「市の休日」という。）には、受付等を行わない。なお、このスケジュールは参

加事業者の状況、審査の進捗状況等により変更する場合がある。 

 

表１ 契約締結までのスケジュール 

番号 内容 期日 

１ 公告 令和２年９月２５日（金曜） 

２ 

参加表明書（荒尾市プロポーザル方式事業者選定

実施要綱（以下「要綱」という。）様式第１号）

の受付 

令和２年９月２５日（金曜）から 

令和２年１０月６日（火曜）まで 

３ 参加資格の確認業務 参加表明書受付～約２週間 

４ 質疑の受付 
令和２年９月２５日（金曜）から 

令和２年１０月１３日（火曜）まで 
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５ 質疑の回答 令和２年１０月２３日（金曜）予定 

６ 提案書提出要請通知書（要綱様式第２号）の発送 令和２年１０月２３日（金曜）予定 

７ 提出意思確認書（要綱様式第４号）の提出期限 
令和２年１１月４日（水曜）まで 

８ 提案書（要綱様式第３号）等の提出期限 

９ プレゼンテーション審査 令和２年１１月中旬予定 

１０ 
採用（最優秀提案事業者）及び不採用の決定通知

（要綱様式第７号及び第８号） 
令和２年１１月下旬予定 

１１ 仮契約 令和２年１１月下旬予定 

１２ 本契約（議会議決後） 令和２年１２月上旬予定 

 

５．参加表明手続 

参加表明する者は、参加表明書とともに下記の添付書類を提出し、審査を受けるものとする。 

（１）参加表明書及び添付書類（以下「参加表明書類」という。） 

ア 参加表明書（要綱様式第１号） 

イ 会社概要（最新のもの。パンフレット等の使用も可） 

ウ 直近年度の決算資料 

エ 業務実績一覧（任意様式） 

平成２７年度からの業務実績のうち、本業務と類似する業務を記載すること（最大１

０件まで）。また、業務実績一覧には、「発注機関名」、「業務名」、「契約金額（消

費税含む。）」及び「業務の概要」を記載すること。 

※受注契約締結済みで今後納入予定の案件についても含めることができる。 

オ 商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書の写し（参加表明書を提出する日から前３

か月以内に交付を受けたもの） 

カ 税に関して未納・滞納のないことを証する証明書（参加表明書を提出する日から前３

か月以内に交付を受けたもの） 

①国税に関する証明書（様式その３の３・写し可） 

※所管の税務署にて交付を受けてください。 

②熊本県税に関する証明書（第２８号様式その６「熊本県税」・写し可） 

※熊本県内に営業所（本支店を含む。）等が所在する事業者は提出してください。 

※所管の県税事務所にて交付を受けてください。 

③荒尾市税に関する証明書（写し不可） 

（ア）法人に関するもの 

※荒尾市内に営業所（本支店を含む。）等が所在する事業者は提出してください。 

（イ）代表者個人に関するもの 

※法人代表者が荒尾市内に住所を有する場合は提出してください。 

キ 誓約書及び役員名簿（暴力団排除条例関係） 

①誓約書（別記様式第１号） 

※誓約事業者欄の最下部「住所」には、代表者個人の住民票上の住所をご記入ください。 
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②役員名簿（別記様式第２号） 

※商業・法人登記に係る履歴事項全部証明書における「役員に関する事項」欄に記載さ

れている者（監査法人等の法人の場合を除き、監査役、会計監査人、会計参与等を含

む。）をご記入ください。 

（２）参加資格確認の基準日 

参加資格確認の基準日は、参加表明書の提出期限日とする。 

（３）参加表明書類の提出 

参加表明書類は、正本１部、副本３部を次のとおり持参又は郵送により提出すること。な

お、参加表明書類は、（１）の添付書類一式をつづり込み、表紙に業務名称及び提出業者名

を記入すること。 

ア 受付期間：令和２年９月２５日（金曜）から令和２年１０月６日（火曜）までとする。

持参の場合は市の休日を除く午前９時から午後５時までとする。郵送の場合

は簡易書留で期限内に必着とする。 

イ 受付場所：事務局（荒尾市教育委員会教育振興課） 

 

６．質疑回答 

（１）質疑の受付 

ア 受付期間：令和２年９月２５日（金曜）から令和２年１０月１３日（火曜）まで 

イ 質疑の方法 

本業務について質疑のある者は、事務局の電子メールアドレス宛てに送信すること。

送信に当たっては、表題を「荒尾市立小中学校タブレット端末整備運用等業務委託につ

いての質疑」とすること。原則として、電子メール以外の方法による質問は受け付けな

い。 

質疑受付の終了時刻に関しては事務局における着信日時とし、受理しているかどう

かの判断は事務局が行うものとする。ただし、電話による受理確認は、差し支えない。 

（２）質疑に対する回答 

ア 回答予定期日：令和２年１０月２３日（金曜） 

イ 回答方法 

回答予定期日に質疑提出者に対して電子メールで返信するとともに、市ホームペー

ジに回答を掲載する。なお、本業務に直接関係のある質問のみに回答を行うものとし、

全ての質問に回答するとは限らない。 

 

７．参加資格の審査及び提案書提出要請の通知 

（１）提案書の提出要請 

提出書類の内容を精査し、参加資格のある事業者に対し、令和２年１０月２３日（金曜）

に「提案書提出要請通知書（要綱様式第２号）」を発送する予定である。なお、通知のなか

った者は、提案書の提出はできないこととする。 

（２）提出意思確認書の提出 

提案書の提出要請通知を受けた者は、提案書の提出意思の有無にかかわらず、持参又は郵
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送により「提出意思確認書（要綱様式第４号）」を提出すること。 

ア 提出期限：令和２年１１月４日（水曜）までとする。持参の場合は、市の休日を除く

午前９時から午後５時までとする。郵送の場合は、期限内に必着とする。 

イ 受付場所：事務局（荒尾市教育委員会教育振興課） 

（３）辞退 

参加表明書提出後に辞退する場合は、提出意思確認書（要綱様式第４号）の提出期限まで

に任意様式で「辞退届」を提出すること。 

 

８．提案書等の提出 

（１）提案書の構成 

提出意思確認書（要綱様式第４号）を提出した者は、表２の提案書（要綱様式第３号）及

び添付書類（業務実績報告書及び企画提案書）を提出すること。なお、添付書類には、提出

者である事業者名等の名称を記載しないこと。 

 

表２ 提案書及び添付書類作成要領 

提出書類 様式、作成上の注意点等 

１ 提案書 要綱様式第３号を使用 

２ 業務実績報告書 

平成２７年度以降に小中学校（私立含む。）におけるタブレット端末

等導入に関する事業等を請け負った実績について記載すること（ＬＴ

Ｅ端末とＷｉＦｉ端末の実績は分けて記載すること。）。 

主に次の項目を示すものとし、Ａ４判で作成すること。様式は自由。

やむを得ずＡ３判を使用する場合は、横折込みとすること。 

（１）請負件数及び単一事業での最大規模 

（２）これまでの実績で特に業績が顕著な事業 

（３）その他補足事項 

３ 企画提案書 

業務内容は主に次の項目を示すものとし、Ａ４判で作成すること。様

式は自由。やむを得ずＡ３判を使用する場合は、横折込みとすること。

また、本市と受託者の業務分担が分かるよう記載すること。 

（１）取組体制 

ア 指揮系統及び責任体制 

イ 学校及び教育委員会との連携体制 

ウ その他 

（２）タブレット端末等の納入 

ア タブレット端末仕様（形状、重量、特徴等）及び内部ストレー

ジ容量 

イ タブレット端末以外の物品（キーボード・タッチペン、周辺機

器等の提案製品の特徴等） 

ウ ＭＤＭ等の管理ソフトウェア（提案製品の特徴等、アプリ購
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入、導入、制限方法、アップデート管理等） 

エ 授業支援、学習支援、フィルタリング、遠隔授業支援及びプロ

グラミングソフトウェア（提案製品の特徴等） 

オ 外部脅威（不正アクセスやウイルス等）への対策 

カ 有害サイトの制限等の不正利用対策 

キ 利用者の私的利用（ＳＮＳ投稿等）の制限方法 

ク タブレット端末等の台数（予備機台数を含む。） 

ケ その他 

（３）クラウドサービスによる情報管理 

ア クラウドストレージの運用方法（１人当たりの容量、アカウン

ト管理等） 

イ その他 

（４）ＬＴＥ通信の提供 

ア 通信速度、通信量とその設定根拠 

イ 通信エリア（市役所、学校ごとの状況） 

ウ 通信障害発生時の対応策及び体制 

エ その他 

（５）運用保守（ヘルプデスク・故障等対応窓口） 

ア タブレット端末等の補償範囲（契約期間内に発生した端末等

の不具合、紛失、盗難等に対する無償の適用範囲を明示するこ

と。） 

イ トラブルが発生した場合の対応（窓口体制、対応フロー等） 

  ウ その他 

（６）研修等 

  ア 円滑な活用を行うための研修について 

  イ その他 

（７）業務の品質や早期運用を高める工夫 

ア 短期間での導入を実現するための体制や手法等 

イ 付加価値、独自性等 

ウ その他 

企画提案書の作成に当たっては、以下の点に留意し作成すること。 

１ 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者でも理解できる

ように配慮すること。 

２ 専門用語・略語に関しては、初出の箇所にて定義又は説明を分かりやすく記述すること。 

３ 必要に応じて、提案項目ごとの利点とリスクを記述すること。 

４ ページ番号を入れること。 

（２）提案書の提出 

提案書の提出は、次のとおりとする。 
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ア 提出期限：令和２年１１月４日（水曜） 

イ 受付場所：事務局（荒尾市教育委員会教育振興課） 

ウ 提出書類：提案書（要綱様式第３号）を１部提出するとともに、表２の添付書類を、正

本１部、副本８部提出すること。 

エ 提出方法：持参又は郵送。持参の場合は、市の休日を除く午前９時から午後５時までと

する。郵送の場合は、事務局まで、期限内に必着とする。 

（３）見積書の提出 

見積書の提出は、次のとおりとする。 

ア 提出期限：令和２年１１月４日（水曜） 

イ 受付場所：事務局（荒尾市教育委員会教育振興課） 

ウ 提出書類：表３の見積書作成要領に基づき見積書（別記様式第３号、消費税含む。）を

１部作成し、次の事項を記載した長形３号の封筒に密封して提出すること。 

①業務名称 

②提出者の所在地・名称・代表者名・代表者印 

③見積書が封入されている旨（「見積書在中」など） 

エ 提出方法：持参又は郵送。持参の場合は、市の休日を除く午前９時から午後５時までと

する。郵送の場合は、事務局まで期限内に必着とする。 

 

表３ 見積書作成要領 

提出書類 様式、作成上の注意点等 

見積書 別記様式第３号の１を使用 

見積書に係る積算

内訳書 

別記様式第３号の２を使用 

本業務の委託範囲内の費用を見積もること。 

１ 作成にあたっては、文部科学省ホームページ（ＧＩＧＡスクー

ル構想の実現について）の公立学校情報機器整備費補助金交付要

綱、Ｑ＆Ａ、ＦＡＱ等を参照し、公立学校情報機器整備費補助金

（公立学校情報機器購入事業、家庭学習のための通信機器整備支

援事業、学校からの遠隔学習機能の強化事業、公立学校入出力支

援装置購入事業）の対象経費と対象外経費の内訳が分かるよう記

載すること。 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm） 

 

【対象経費】 

（１）公立学校情報機器購入事業 

地方財政措置算定分（児童生徒３人に１台）を超え、児童生徒

１人１台分（児童生徒３人に２台）の学習者用コンピュータ等の

新規整備又は更新に要する経費で大臣が認める経費※情報機器

の運搬費、情報機器の設置・据付費を含む。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm


8 

 

（２）家庭学習のための通信機器整備支援事業 

児童生徒が、学校教育活動の一環として行う家庭における学習

活動等において、インターネットを利用するために必要となるイ

ンターネット回線への接続機能を有する可搬型通信機器（モバイ

ルＷｉ－Ｆｉルーター、ＵＳＢ型ＬＴＥデータ通信機器（ＵＳＢ

ドングル）、ＳＩＭカード）の貸与を目的とした購入費で大臣が認

める経費※初期設定費を含む。 

（３）学校からの遠隔学習機能の強化事業 

遠隔学習を行うために使用する設備（カメラ、マイク、これ

らの附属品）の購入費で大臣が認める経費※設備の運搬費、設

置・据付費を含む。 

（４）公立学校入出力支援装置購入事業 

障がいにより情報機器の入出力自体に困難を抱えた児童生徒

のための支援装置の整備に要する経費で大臣が認める経費※情

報機器の運搬費、情報機器の設置・据付費を含む。 

 

２ 初年度導入に係る費用と次年度以降かかる費用を年度ごとに

見積もること。 

 

９．プレゼンテーション審査 

（１）日時 

日時は、令和２年１１月中旬を予定する。正式な日時や場所は、改めて通知する。また、新

型コロナウイルス感染症拡大の状況により、ＷＥＢ会議等の手段によるプレゼンテーション

方法に変更する場合がある。 

（２）参加人数 

プレゼンテーション参加人数は４人までとし、統括責任者（管理技術者）及び主に担当する

予定の者は、必ず参加しなければならない。 

（３）プレゼンテーションに要する時間 

おおむね４０分(入退室等５分、説明１５分、質疑応答２０分)程度とする。ただし、提案者

数に応じて、プレゼンテーションの時間配分等を調整することがある。 

（４）プレゼンテーションに要する機材 

本市にてプロジェクタ及びスクリーンを準備する。機材の仕様等については、プレゼンテ

ーション参加者に対して通知する。 

（５）評価方法 

評価委員には提案者名を開示せず、表４の評価基準に基づき、提案書の内容、プレゼンテー

ション及び質疑応答の内容を総合的に勘案し、技術提案の内容を評価する。 
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表４ 技術提案の評価基準 

 評価項目 評価の基準・観点 配点 

業
務
の
実
施
体
制 

業務遂行能力 

本業務と類似する業務の実績や、業務を遂行する上

で、十分な組織・運営体制が構築されているか等につい

て評価する。 

１０ 

基本的な考え方 

本業務の目的及び教育ＩＣＴを取り巻く現状を理解

した実施方針が示されているか、本市の教育振興に寄与

するものであるか等について評価する。 

５ 

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
利
用
環
境
の
整
備 

タブレット端末、周

辺機器、ソフトフェ

ア等 

タブレット端末、周辺機器、ソフトウェア等は仕様書

に示した内容を満たしているか、授業等で活用する上

で、十分な構成となっているか、セキュリティ対策は仕

様の方針に基づく内容が示されているか等について評

価する。 

１５ 

授業等への活用 

授業支援（遠隔授業支援含む。）、学習支援（遠隔学習

支援含む。）のソフト面の構成について、授業等での効果

的な活用を見据えた提案がなされているか等について

評価する。 

１５ 

クラウドサービス

による情報管理 

クラウドサービスの活用方法が示されているか、セキ

ュリティや運用面の管理方法が示されているか等につ

いて評価する。 

１５ 

ＬＴＥ通信の提供 

通信速度及び容量は授業（遠隔授業及び遠隔学習含

む。）を円滑に実施していく上で十分に確保されている

か、通信障害発生時等の電波の改善策が示されているか

等について評価する。 

１０ 

導
入
後
の
サ
ポ
ー
ト 

運用保守 

故障等に対し学校活動に支障を来さない支援内容が

提案されているか、ソフト、ハードを含めたワンストッ

プの対応窓口（ヘルプデスク）を設けているか等につい

て評価する。 

１０ 

研修の企画及び実

施 

タブレット端末等を円滑に利用するための研修計画

が提案されているか等について評価する。 
１０ 

そ
の
他 

業務の品質や早期

運用を高める工夫 

本業務の目的を達成する上で効果的かつ魅力的な提

案となっているか、短期間での導入を実現するための体

制や手法等の提案が含まれているか、その他、教育分野

に留まらず本市全般の ICT連携等の活用ビジョンが示さ

れているか等について評価する。 

１０ 

 合計 １００ 
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１０．最優秀提案事業者の選定等 

（１）最優秀提案事業者選定方法 

審査は、参加資格の確認及び提案内容の審査により実施する。荒尾市プロポーザル審査

会（以下「審査会」という。）は、次の算定方式によって提案価格及び評価委員会の技術提

案評価（合計１００点満点）を基に審査を行い、最優秀提案事業者の候補者を特定する。 

なお、提案者の評価点数が同点となった場合は、技術提案の評価が高い提案者を上位と

し、技術提案の評価も同点の場合は、審査会会長が上位の提案者を決定する。 

市長は、上記の審査会及び評価委員会の審査を踏まえ、最優秀提案事業者を決定する。 

ただし、審査会で、全ての提案者が仕様書の要求水準を満たさないと判断した場合は、最

優秀提案事業者の候補者を特定しない場合もある。 

 

【評価点数算定式】 

評価点数＝
技術提案合計点×８０

１００
＋

最も低い見積額×２０

参加者の見積額
 

（２）最優秀提案事業者決定後の手続 

市は、最優秀提案事業者と契約交渉を行う。なお、最優秀提案事業者との交渉の結果、契

約の締結に至らなかった場合には、次点の事業者と交渉を行うこととする。 

（３）契約手続 

本事業における契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及

び荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条

例第１号）の規定により、議会の議決を要するため、最優秀提案事業者決定後においては、

仮契約を締結し、議会の議決後に本契約を締結する。 

（４）免責 

発注者は、当該議案が市議会で可決されなかった場合は、仮契約の相手方に対し、いかな

る責任も負わない。 

（５）審査結果等の通知及び公表 

市は、審査結果を参加者全員に速やかに通知（令和２年１１月下旬予定）するとともに、

最優秀提案事業者を市ホームページで公表する。電話による問合せには一切応じない。 

なお、契約金額及び審査の概要については、契約締結後に公表するものとし、最優秀提案

事業者以外の提案に係る審査結果については、当該参加者が特定できないよう、可能な範

囲で配慮する。 

 

１１．その他 

（１）費用負担 

本実施要領に基づく全ての手続に関しては、応募者は自らの責任と費用負担によりこれを

行う。 

（２）使用言語等 

本実施要領に基づく全ての意思疎通は書面によるものとし、用いる言語は日本語とする。

また、提案書類、質疑、審査等における通貨は円、計量単位は計量法によるもの、時刻は日本
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標準時とする。 

（３）提示資料の取扱い 

市から提示する資料等について、提案書作成に係る検討以外の目的での使用は厳禁とする。 

（４）参加表明書及び提案書等の提出書類の取扱い 

本実施要領に基づき提出された提出書類は、荒尾市情報公開条例（平成１３年条例第１７

号）に基づく情報公開請求の対象となる。 

（５）虚偽の取扱い 

参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を無効にする

とともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

（６）著作権 

参加事業者が提出した提案書等の著作権は、参加事業者に帰属する。ただし、市がプロポー

ザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された提案書等の

全部又は一部の複製等をすることができるものとする。なお、市に提出した提案書等の返却

は行わない。 

 

【事務局（問合せ先及び書類提出先）】 

部署名 荒尾市教育委員会教育振興課 

住所    〒８６４－８６８６ 熊本県荒尾市宮内出目３９０番地 

電話番号  ０９６８－６３－１６４７ 

ファックス ０９６８－６２－１２１８ 

電子メール ksinko@city.arao.lg.jp 


